
（平成２３年５月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認福島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



福島国民年金 事案 718 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年２月及び同年３月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年２月及び同年３月 

② 平成 15年７月から 16年８月まで 

③ 平成 17年６月及び同年７月 

私は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付についてはっきり

と記憶していないが、申立期間①については、厚生年金保険に加入するま

で納付書が発行されれば納付してきたと思う。また、申立期間②及び③の

国民年金保険料を含め、結婚する頃に未納期間の国民年金保険料を全て納

付したと思うので、未納期間について調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、２か月と短期間である上、申立人は、申立期間①

の前後の国民年金保険料を納付又は申請免除していることが確認できる。 

一方、申立期間②及び③については、申立人は、国民年金保険料の納付方

法についての記憶が定かではない。 

また、申立人は、平成 17 年に結婚する頃に未納期間の国民年金保険料を全

て納付したと思うと述べているところ、オンライン記録によれば、19 年５月

26 日に申立人に戸別訪問による納付督励が行われたことが確認でき、その時

点で、申立期間③、18 年３月及び同年４月の国民年金保険料が未納であった

ものと考えられる。 

なお、平成 18 年４月の国民年金保険料については、納付督励後の 19 年 10

月３日に納付されたことが確認できる。 

さらに、申立人が、申立期間②及び③について国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間



②及び③の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成４年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

る。 



福島国民年金 事案 719 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年３月から同年６月まで 

私は、Ａ県から実家へ戻った時に国民年金の加入手続を行った。役所の

窓口で未納期間の納付方法について説明があり、分割の納付書を作成して

もらい、国民年金保険料は、役所内にあった銀行又は国民年金の窓口で納

付した。 

未納期間があるのはおかしいので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は４か月と短期間である上、申立人は、申立期間を除く国民年金

加入期間について、国民年金保険料を全て納付しており、納付意識の高さが

うかがわれる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号

番号は、平成元年２月 27 日に払い出されていることが確認でき、その時点で

遡って納付することとなる申立期間直後の昭和 62 年７月以降の国民年金保険

料は、納付済みとなっている上、申立人は、未納期間の国民年金保険料を分

割にして納付したと述べているところ、Ｂ市（現在は、Ｃ市）が作成した国

民年金被保険者名簿及びオンライン記録によれば、同年７月から 63 年３月ま

での国民年金保険料は、複数回に分けて納付されていることが確認でき、申

立内容と符合することを踏まえると、申立期間の国民年金保険料についても、

納付されていたものと考えることが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



福島厚生年金 事案 1152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19年６月８日 

Ａ社から平成 19 年６月８日に賞与を支給され、厚生年金保険料が控除さ

れている。しかし、オンライン記録には当該賞与に係る記録が無いため、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する平成 19 年６月８日に支給された賞与に係る支給控除項目一

覧表により、申立人は、30 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主が申立

期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていることから、社会

保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社Ｃ事業所）に

おける資格取得日に係る記録を昭和 43 年１月 21 日に訂正し、申立期間の標

準報酬月額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年１月 21日から同年２月１日まで 

私は、昭和 42 年８月にＡ社に入社し、直後にグループ会社であるＤ社Ｅ

工場（現在は、Ｂ社Ｆ事業所）に出向した後、申立期間にはＡ社に戻り、

平成 16 年６月に退職するまで継続して勤務していたにもかかわらず、申立

期間が厚生年金保険被保険者期間から欠落していることに納得できないの

で、申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する給料明細書及び複数の同僚の記憶により、申立人は、申

立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ｄ社Ｅ工場からＡ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、異動日については、申立人の所持する「昭和 43 年分給与所得の源泉

徴収票」に昭和 43 年１月 21 日にＡ社に異動した旨の記載があることから、

同社における資格取得日を同年１月 21日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の給料明細書の厚生年金

保険料控除額及び申立人のＡ社における昭和 43 年２月の社会保険事務所（当

時）の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、厚生年金保険被保険者記録における資格取得日と雇用保険の加入記録



における資格取得日が同じ昭和 43 年２月１日となっており、社会保険事務所

及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格取得日と記録したとは考え難い

ことから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年１月の厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 47 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年８月 31日から同年９月１日まで 

私は、昭和 47 年２月 14 日にＡ社に入社し、59 年９月 30 日に退職する

まで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が未加入期間となっ

ているのは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答書及び申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人は、

申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（昭和 47 年９月１日にＡ社から

Ｂ社に転籍）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 47

年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、当時の資料が無く不明としているが、事業主が資格喪失日

を昭和 47 年９月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同

年８月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の

厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は



保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年３月 11日から 32年６月 29日まで 

② 昭和 35年３月１日から 37年９月 26日まで 

③ 昭和 37年９月 26日から同年 10月 26日まで 

年金事務所から、申立期間については、脱退手当金が支給済みとの回答

をもらった。 

しかし、私は、当時、脱退手当金制度や社会保険事務所（当時）の所在

地を知らなかったし、支給記録のある時期は、長男の出産時期に当たり、

どこかに出向いてお金を受け取るような余裕は無かったと記憶している。 

このような取扱いには納得できないので、申立期間について、脱退手当

金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約１年５か月後の昭和 39 年４月 18 日に支給決定されたこととなっ

ているほか、申立期間における最終事業所であるＡ社の元経理担当者は、

「退職時に脱退手当金制度について説明したり、代理請求したことは無かっ

た。」と述べていることから、事業主が申立人の委任を受けて代理請求した

とは考え難い。 

また、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険

被保険者台帳記号番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のまま

であり、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申

立人は、昭和 37 年 12 月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱

退手当金を請求したとは考え難い。 



さらに、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額は、法定額と

196円相違している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



福島国民年金 事案 716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年１月及び同年２月 

申立期間の国民年金保険料は、結婚後に、夫が一括して納付したと思う

ので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市の国民年金被保険者名簿及び申立人に係る特殊台帳によれば、申立人

は、昭和 53 年３月３日に国民年金に任意加入していることが確認できること

から、申立期間は未加入期間として処理され、国民年金保険料の納付書は発

行されず、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付することはできなか

ったものと考えられる上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

なお、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料を夫が一括して納付した

と思うと述べているところ、前述の被保険者名簿及び特殊台帳によれば、昭

和 42年 11月から 44 年３月までの国民年金保険料を結婚後の 55 年６月 17日

に一括して納付したことは確認できる。 

また、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金

保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 717 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年７月から 53 年１月までの期間及び 58 年７月から 61 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年７月から 53年１月まで 

② 昭和 58年７月から 61年３月まで 

私の国民年金保険料については、夫が納付していた。定期的に納付する

ことが難しい場合には、ボーナス時にまとめて納付していたと思うので、

納付しなければならない国民年金保険料は、全て納付していたはずである。 

申立期間の国民年金保険料の納付を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るオンライン記録及びＡ町（現在は、Ａ市）の国民年金被保険

者名簿によれば、申立人は、昭和 53 年２月 25 日に国民年金に任意加入し、

58 年７月 24 日に国民年金被保険者資格を喪失したことが確認できることか

ら、申立期間は未加入期間として処理され、国民年金保険料の納付書は発行

されず、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付することができなかっ

たものと考えられる上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付について

の申立人の夫の記憶は定かではない上、申立人が、申立期間について国民年

金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 720 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年 10 月から 55年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年 10月から 55年３月まで 

夫が自営業であったので、結婚してすぐに国民年金に加入し、私が夫の

分と一緒に国民年金保険料を３か月ごとに納付していた。初めは、市役所

で納付し、年金手帳にスタンプを押してもらっていて、その後、納付書に

より郵便局で納付したので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人と連続して国民年金手帳記号番

号を払い出されている任意加入者の資格取得日から、昭和 55 年９月頃に払い

出されたものと推認できることから、申立期間当時は、国民年金の未加入期

間であり、国民年金保険料の納付書は発行されず、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付することはできない上、この時点では、申立期間の一部

の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

また、申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間は 102 か月と長期間である上、申立人が、申立期間につ

いて国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島厚生年金 事案 1155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年６月１日から９年１月 31日まで 

私は、申立期間には、23 万円以上の給与を受け取っていたが、その金額

と申立期間の標準報酬月額が相違しており、納得できないので、訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録上の標準報酬月額が、申立期間当時、Ａ社から

支給されていた報酬月額と相違していると主張している。 

しかしながら、申立期間の厚生年金保険料控除額を確認できる給与明細書

等の資料は無く、Ａ社の元事業主も、賃金台帳等の関連資料を廃棄している

としている上、同僚に照会しても、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人に係るオンライン記録上の標準報酬月額については、遡って

訂正されている等の不自然な記録は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年３月 22日から 49年２月１日まで 

② 昭和 49年２月１日から 52年６月 16日まで 

年金事務所を訪れ、自分の厚生年金保険の加入記録を確認した際、初め

て、申立期間について脱退手当金を支給されていると知った。 

しかし、脱退手当金をもらったとされている当時、夫は高収入で生活に

余裕があったし、脱退手当金の支給日が、退職してから３年以上経過した

後になっているのは不自然である。 

このような取扱いには納得できないので、調査の上、年金記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間における最終事業所であるＡ社（現在は、Ｂ社）の管轄年金事務

所に保管されている申立人の申立期間に係る脱退手当金裁定請求書には、改

姓後の氏名で署名及び押印されている上、当該脱退手当金裁定請求書に記載

されている住所は、当時、申立人が住んでいた住所地と一致しており、脱退

手当金の支払については、当該住所地の最寄りの郵便局に送金されている形

跡が確認できることなどを踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が

請求されたものと考えられる。 

また、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退

手当金を支給したことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


